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Ⅰ．はじめに 
平成２６年６月に「公共工事の品質確保の促進に関する法律」が改正されま

した。改正品確法で明記された担い手の育成・確保については、第７条（発注

者の責努）において「発注者は、基本理念に則り、現在及び将来の公共工事の

品質が確保されるよう、公共工事の品質確保の担い手の中長期的な育成及び確

保に配慮しつつ、仕様書及び設計書の作成、予定価格の作成、入札及び契約の

方法の選択、契約相手方の決定、適正な利潤の確保、計画的な発注と適切な工

期設定、設計図書に適切な施工条件の明示、設計図書に示された設計条件の変

更等を適切に実施すること。」等が明記されています。 
土木設計業務の種々の条件等は、これまでも「発注時」「業務進捗時」「設計 

変更時」の各段階で明示することに努めてきましたが、まだ、土木設計業務等 
条件明示の曖昧さや実態との乖離が見受けられ、受発注者や（一社）建設コン

サルタンツ協会等からも条件明示の徹底に対する強い要望が寄せられています。 
これらを受け、条件明示の徹底を図ることは、発注者と受注者の双方にとっ 

て不可欠で急務であることから、今回「設計業務等 実施条件明示マニュアル

（案）の手引き」を作成しました。 
「設計業務等 実施条件明示マニュアル（案）の手引き」は、項目的チェッ

クリストとその記載例を集約的に記載したものであり、発注者はもとより受注

者におかれましても積極的に活用していただき、適正で円滑な土木設計業務等

の遂行に寄与することを期待します。 

 

 

 
1 

 

 

 



 

Ⅱ．「設計業務等 実施条件明示マニュアル(案)の手引き」 

の活用 

【発注者サイド】 
１． 土木設計業務等（以下、業務等）発注時の設計図書に明示する条件

等の確認資料として活用できます。 
２． 積算や設計図書作成に先立ち、予め業務の目的・範囲、業務個所の

環境、土地利用等の制約、当該道路の各種条件等の確認する際の手

引として活用できます。 
３． 積算担当者の現場確認も含め、事前調査・関係部署確認の効率化が

図れます。 
４． 業務等の経験に関わらず、統一的な条件明示が図れます。 
５． 特記仕様書の作成に当たっては、別途、「特記仕様書の作成例（案）」

の中から、必要な項目の選択の一助となります。 
６． 積算部署と監督部署が情報共有することにより、業務等遂行時の各

種調整や協議の際の内訳データとして活用し、円滑化に寄与します。 
 

【受注者サイド】 
１． 業務等の提案書作成時や見積書作成時の条件等内容確認資料として

活用できます。 
２． 業務等遂行時において設計条件、設計協議等の各種変更や新たな課

題が生じた場合における円滑な設計変更に活用できます。 
３． 業務等の目的・範囲や業務個所の環境、土地利用等の制約、ならび

に、設計条件等の確認時の手引きとして位置付けることにより、提

案書作成時、見積書作成時のチェックリストや整理フォーマット（様

式）として活用できます。 
４． 業務等の経験が少ない場合には、参考資料として活用できます。 

   
2 



Ⅲ．「設計業務等 実施条件明示マニュアル(案)の手引き」 

活用時の留意事項 
    

１． 本手引きは、積算や各種設計図書作成時の参考資料として活用する

ものであり、業務等契約上の拘束力を生じるものではありません。 
２． 本手引きは、適正な業務等発注時や変更協議のため、設計図書作成

時において条件明示の記載漏れがないかを確認するためのものです。 
・簡易チェックリスト（P５）で必要項目を確認した後に詳細項目の

チェックとして P６以降の詳細チェックリストにより内容確認して

ください。 
３． 本手引きは、既存の資料等をもとにして作成しており、すべての設

計条件等を網羅したものではありません。設計条件等が手引き（案）

に当てはまらない場合には、必要に応じて適宜、明示事項を追加し

て活用願います。 
４． なお、「明示されない設計条件」や「明示事項が不明確な設計条件等」

がある場合については、従来どおり契約書の関連する条項に基づき、

受発注者間協議により適切に対応する必要があります。 
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Ⅳ．条件明示の項目別チェックリスト 
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